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（２）幼児教育施設の充実に向けた基本方針（案）について

４ そ の 他

５ 閉 会



真庭市
子ども・子育て支援施設整備計画

真庭市

真庭市教育委員会

令和４年１月改訂 ・策定日
・修正日の追加

資料１



目次

第１章 計画策定にあたって・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

第 1 背景及び目的

第 2 計画の位置づけ

第 3 計画期間

第 4 計画の対象範囲

第2章 状況と課題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4

第１ 人口と年少人口の推移及び推計

第２ 0～5歳の子ども数と入園時数の推移及び推計

第３ 利用者数の状況

第 4 幼児教育施設の状況

第５ つどいの広場の状況

第3章 課題及びニーズへの対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9

第 1 課題及びニーズ

第 2 課題及びニーズへの対応にあたり望まれること

第4章 施設整備の基本的な方向性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11

第１ 幼児教育施設の基本的な考え方

第２ つどいの広場の基本的な考え方



第１章 計画策定にあたって

第１ 背景及び目的

子どもたちは、真庭市の未来そのものであり、地域への誇りと世界への視野、未来へ

の希望を持った子どもを育てていくことが重要であると考えています。

人の一生において、乳幼児期は、生涯にわたる人間形成の基礎が培われる極めて重要

な時期であり、すべての子どもが笑顔で成長していくためにも、「こどもがまんなか」

の環境づくりが必要です。

共働き世帯の増加、幼児教育・保育の無償化等に伴う乳幼児期における教育・保育ニ

ーズの量・質の拡大への対応、多様化する価値観への対応、また、施設の老朽化への対

応等、より安心して子育てができる環境を整備することが課題になっています。

この計画は、中・長期的な視点から、子ども・子育てに関する施設の整備にかかる基

本的な方向性を示したものであり、限られた人材・財源の中で乳幼児期における教育・

保育環境の整備等を図ることを目的に策定するものです。

第 2 計画の位置づけ

（１）ＳＤＧｓの理念に基づく位置づけ

本市では、第 2次真庭市総合計画（以下「総合計画」という。）の中で、だれもが自

分のライフスタイルを実現できる「まち」づくりを推進しており、親は安心して子育て

ができ、子どもはのびのびと成長できる「まち」になることが、その実現と持続可能性

を高めていくことにつながるとしています。

これは、『「誰一人取り残さないーNo one will be left behind」持続可能性と多様性

と包摂性のある社会の実現』のための持続可能な開発目標であるＳＤＧｓの理念と共通

するものです。

すべての人に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、

生涯学習の機会を促進する。

1



（２）上位計画

この計画は総合計画の下、関連計画との整合性を図りつつ、「子どもの最善の利益」

とは何かを常に中心に置きながら、真庭市の子ども・子育ての基本理念である「～こど

もがまんなか～家庭や地域の中で自分が大切な存在であることを実感することができ

る子育て・教育環境づくり」を実現するため、乳幼児期の子どもの育ちを支援するため

の、施設整備における基本的な方向性を示す計画として策定するものです。

第２次真庭市総合計画

「多彩な真庭の豊かな生活～真庭ライフスタイル～」の実現

【基本計画】：教育・子育て環境を充実させる（創造力と生きる力）

教育は「ひと」の可能性を伸ばし、子育ては地域を担う人材を育み、「まち」の持続可

能性を高め、多彩性や活気の源になります。

教育と子育て環境を充実させることで、「ひと」がそれぞれの持つ能力を伸ばし発揮で

きる多彩で元気な「まち」をつくります。

子ども・子育ての基本理念

～こどもがまんなか～ 家庭や地域の中で自分が大切な存在であることを実感すること

ができる子育て・教育環境づくり

真庭市子ども・子育て支援施設整備計画
「施設整備の全体的な方向性」

地域別整備計画

真庭市子ども・子育て支援施設整備計画の

方向性に沿った地域別の整備計画

真庭市総合教育大綱

個性と能力を十分に伸ばし、互いにライフスタイルを応援しあう「まち」

豊かな生活とは、たくさんの選択肢の中から自分にあったものを選ぶことができるこ

とであり、自分にあった生き方をするためには、自らの潜在能力を伸ばすことが不可欠

です。

誰もが潜在能力を伸ばせる「まち」になるために、人に寄り添い、共に育ち、人生を

応援しあうことで潜在能力を伸ばし、共に育ちあいます。

・園整備方針

真庭市の目指す教育・保育目標

「のびのびと心豊かに意欲をもって生活する子どもの育成」

幼児教育施設の充実に向けた基本方針

真庭市が目指す教育・保育目標の実現と乳

幼児期の子どもの育ちを保障していくこと

ができる環境の整備

・真庭市教育・保育目標追加
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第 3 計画期間

本計画の期間は令和２年度から令和６年度までの 5年間の計画とします。

なお、計画期間中においても、社会情勢の変化や保育ニーズに対応するため、必要に

応じて見直しを行います。

第 4 計画の対象範囲

計画の対象施設は、次のとおりとします。

①幼児教育施設※1

幼稚園・保育園・認定こども園

②地域子育て支援拠点施設（以下「つどいの広場※2」という。）

公共施設や幼児教育施設等を利用し、乳幼児のいる子育て中の親子の、交流や育

児相談を実施する場所

※1：幼児教育施設：平成 29 年度に、「幼稚園教育要領」、「保育所保育指針」、「幼保連携型認定こども園教
育・保育要領」が同時に改訂（改定）され、幼稚園・保育園・認定こども園の３つの施設がいずれも『豊
かな環境で、安全・安心に育ち、小学校入学以降につながる質の高い教育が受けられる幼児教育施設』
である必要があるとされた。

※2：つどいの広場：地域子育て支援事業の一般型に属する事業で、主に就学前の乳幼児を持つ親とその子
どもが、うち解けた雰囲気の中で語り合い、相互の交流を図る常設の場であり、本市においては「つど
いの広場」として、位置づけている。
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第 2章 状況と課題
第１ 人口と年少人口の推移及び推計

本市では、人口減少が続いており、今後も減少していくと推計されています。こ

うした中、年少人口も徐々に減少していくことが推計されています。

区分別人口の推移及び推計

【区分別人口の推移及び推計】

【高齢人口割合・年少人口割合の推移及び推計】

資料 年度
真庭市
総人口
（人）

年少人口（0～14
歳）

高齢人口（65歳以
上）

人口
（人）

割合
人口
（人）

割合

国勢調査実績
2010 年 48,964 6,150 12.6% 16,441 33.6%

2015 年 46,124 5,519 12.0% 16,938 36.6%

国立社会保障

人口問題研究所

（Ｈ３０推計）

2020 年 43,302 5,017 11.6% 17,195 39.7%

2025 年 40,512 4,529 11.2% 16,803 41.5%

2030 年 37,860 4,183 11.0% 15,953 42.1%

2035 年 35,331 3,842 10.9% 14,834 42.0%

2040 年 32,787 3,561 10.9% 14,069 42.9%

2045 年 30,257 3,294 10.9% 13,236 43.7%

（単位：人）

（単位：％）

・時点修正
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第 2 0～5歳の子ども数と入園児数の推移及び推計

人口減少に伴い、0～5歳の子ども数も徐々に減少していくことが推計され、入

園児数も減少していくことが予測されます。

入園児数の減少は、３歳未満の子どもの入園率の上昇など、保育需要が拡大傾向

にあることから、0～5歳の子ども数の減少に比べ、緩やかに減少していくことが

予測されます。

【0～5歳の子ども数と入園児数の推移及び推計】

【3 歳以上と未満の子ども数の推移と推計】

（単位：人）

[出典：子育て支援課独自推計]

[出典：子育て支援課独自推計]

（単位：人）

・語句修正
「児童数」→「0∼5 歳児」

「園児数計」→「入園児数計」
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第３ 利用者数の状況

利用者数が10人以下から 200人に近い施設まで規模にバラツキがあります。

※利用者数は令和 4年 1月 20日現在で把握できる、令和２年度末までの入園状況です。

番号 地区 施設名 定員（人） 利用者数（人）

1 北房 北房こども園
幼稚園部 45

180
幼稚園部 10

151
保育園部 135 保育園部 141

2

落合

木山保育園 80 63

3 落合こども園
幼稚園部 50

180
幼稚園部 13

156
保育園部 130 保育園部 143

4 美川こども園
幼稚園部 30

90
幼稚園部 7

78
保育園部 60 保育園部 71

5 河内こども園
幼稚園部 20

50
幼稚園部 1

39
保育園部 30 保育園部 38

6 天の川こども園
幼稚園部 45

180
幼稚園部 14

186
保育園部 135 保育園部 172

7

久世

草加部幼稚園 30 4

9 米来幼稚園 40 17

9 久世保育園 80 93

10 久世第二保育園 80 105

11 久世こども園
幼稚園部 60

180
幼稚園部 22

111
保育園部 120 保育園部 89

12

勝山

月田保育園 60 27

13 富原保育園 45 14

14 勝山こども園
幼稚園部 30

180
幼稚園部 14

141
保育園部 150 保育園部 127

15 美甘 美甘こども園
幼稚園部 15

60
幼稚園部 0

7
保育園部 45 保育園部 7

16 湯原 湯原こども園
幼稚園部 15

75
幼稚園部 1

53
保育園部 60 保育園部 52

17

蒜山

中和保育園 30 10

18 八束こども園
幼稚園部 15

105
幼稚園部 2

90
保育園部 90 保育園部 88

19 川上こども園
幼稚園部 20

110
幼稚園部 1

62
保育園部 90 保育園部 61

20 久世 愛慈園（民営） 45 44

6
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第 4 幼児教育施設の状況

幼児教育施設については、相対的に老朽化が進んでいます。

基準日：令和４年 1 月 1 日（経年数順に記載）

※1 勝山こども園：上記とは別に建築年Ｓ60.3（経年数 34 年）の施設があります。
面積は 264 ㎡で面積に含めています。

※2 美川こども園：上記とは別に建築年Ｈ20.3（経年数 11 年）の施設があります。
面積は 277 ㎡で面積に含めています。

番号 地区 施設名 建築年
経年数

（年）
構造

面積

（㎡）

1 久世 久世保育園 S41.4 55 W 643

2 勝山 富原保育園 S43.3 53 S 616

3 美甘 美甘こども園 S48.3 48 S 586

4 蒜山 川上こども園 S48.3 48 S 739

5 久世 久世第二保育園 S48.8 48 R 592

6 勝山 月田保育園 S49.3 47 R 573

7 蒜山 中和保育園 S50.2 46 R 725

8 蒜山 八束こども園 S51.11 45 R 1,137

9 落合 木山保育園 S53.3 43 R 609

10 勝山 勝山こども園※1 S54.3 42 R 1,177

11 落合 美川こども園※2 S57.2 39 R 617

12 落合 河内こども園 S58.3 38 R 249

13 久世 米来幼稚園 H6.8 27 R 360

14 久世 久世こども園 H9.2 24 S 999

15 湯原 湯原こども園 H10.3 23 W 492

16 落合 草加部幼稚園 H17.2 16 S 180

17 落合 落合こども園 H19.3 14 S 1,507

18 落合 天の川こども園 H28.3 5 W 1,653

19 北房 北房こども園 H30.3 3 W 1,685

【構造】
R＝鉄筋コンクリート造
S=鉄骨その他造
W＝木造

7

・時点修正



第５ つどいの広場の状況

つどいの広場を設置できていない地域があります。

開所日・開催時間にバラツキがあります。

※名称、場所、開所日・開所時間は、令和元年度の状況です。
※延べ参加人数は、平成 30 年度の実績です。

地
域 つどいの広場の名称 場所 開所日・開所時間

延べ
参加人数

（単位：

人）

北
房

ほくぼうほたるっこ
[事業開始年月日：
平成 30年 4月 1日]

北房振興局 ２階

毎週
月曜日～金曜日

午前 9:30～

午後 3:30

4,570

落
合

ＮＰО法人

子育て支援の会サポートあい
[事業開始年月日：
平成 13年 4月 1日]

落合ショッピングセンター

サンプラザ内

毎週

月曜日～金曜日

月 2回土曜日開催
午前 10:00～

午後 4:00

8,767

久
世

くせ活き生きサロン
[事業開始年月日：
平成 14年 4月 1日]

くせ活き生きサロン

毎週
火曜日～土曜日

午前 9:00～

午後 5:00

12,189

湯
原

湯原つどいの広場
[事業開始年月日：
平成 16年 4月 1日]

湯原集いの広場

毎週

月曜日・水曜日・金曜

日
午前 9:00～

午後 4:00

2,018

蒜
山

中和つどいの広場
[事業開始年月日：
平成 17年 4月 1日]

中和保健センター

あじさい

毎週

月曜日・水曜日・金曜

日
午前 8:30～

午後 4:00

1,083
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第 3章 課題及びニーズへの対応

第 1 課題及びニーズ

（１）幼児教育施設

【課題】

【ニーズ】

（２）つどいの広場

【課題及びニーズ】

①幼児教育施設の老朽化が進んでいます。衛生面及び安全環境を確保する面からも、新

設・改修等が必要です。

②在園児が 10 人以下の施設や 200 人に近い施設があり、集団の育ちの面からも望ま

しい規模の施設を検討する必要があります。

①少子化、核家族化、情報化等、社会の変化を受けて、人々の価値観が多様化している

中、乳幼児期における教育・保育においても保護者の価値観は多様で、子どもの育ちも

多様になっています。多様な価値観を受け入れる環境が求められています。

②保護者の働き方に応じた、より柔軟な教育・保育サービスの充実が求められていま

す。

・土曜日、日曜日、祝日に利用したい。

（土曜日保育希望者：60％・日曜日、祝日の保育希望者：29％）

・冠婚葬祭や突発的な仕事等の時に子どもを一時的に預けたい。

（一時預かりの希望者：50％）
※各数値は就学前の子どもを持つ保護者 700人を対象に調査をした結果（回答数 454 人）

③子どもが病気にかかったとき、保護者が仕事を休めず、家庭で保育できない場合で

も、安心して子どもを預けることができる場所の拡大が求められています。

④共働き世帯の増加等から0～３歳未満の子どもの利用率が増加しており、高まる保育

需要に対応する必要があります。

⑤幼児教育・保育の無償化が始まり、乳幼児期における教育・保育に対するニーズは量、

質ともに拡大すると見込まれます。

⑥学区内、保護者の勤務先など、市内のどの施設においても同様に、預け入れができる

ことが求められています。

①身近な場所につどいの広場が設置できていない地域があります。

②NPO法人等への委託も可能とされていますが、一部地域についてのみ委託であり、

実施内容や開所日数等にバラツキがあります。
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第 2 課題及びニーズへの対応にあたり望まれること

（１）幼児教育施設

【課題に対する対応】

【ニーズに対する対応】

（２）つどいの広場

【課題及びニーズに対する対応】

・課題である公営施設の老朽化に対応するためには、新設や改修が考えられますが、新

設・改修にかかる経費、また、維持管理費等の施設の運営にかかる経費についても、市

財政に与える影響、子ども・子育てへの支援を考慮した施設整備が望まれます。

・幼児教育施設は、集団活動の中で、家庭では体験できない社会、自然、文化等に触れ

成長していく場であり、育ちの面からも望ましい規模であることに配慮しつつも、地理

的、地域的な状況に配慮した施設整備が望まれます。

・本市では、「多彩な真庭の豊かな生活～真庭ライフスタイル～」の実現を目指して、

だれもがライフスタイルを実現できる「まち」づくりを進めています。

自分のライフスタイルを実現するため、生涯にわたる人格形成の基礎を培う時期であ

る乳幼児期において多様な学び、多様な遊びを経験することが必要です。

このことから、幼児教育施設も、多様な価値観に基づいて選択できることが望まれま

す。

・休日保育や一時預かり、病児保育事業など、今後さらに保育ニーズの多様化が予測さ

れることから、より柔軟に対応できる体制の構築が望まれます。

・市内のどの施設においても同様に、子どもの預け入れが可能となることが望まれま

す。

・地域やNPO法人等による子育て支援や企業による仕事と家庭の両立の支援等、それ

ぞれの立場における子育て支援環境の体制整備が望まれます。

・幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領が平成 29

年に改訂（改定）され、幼稚園、保育園、認定こども園は「幼児教育を行う施設」とし

て位置づけられており、小学校教育との接続を意識した、さらなる教育・保育の質の向

上が望まれます。

・保育需要が増大している０歳から２歳児の受け皿確保を視野に入れた幼児教育施設

の整備が望まれます。

・子育てに対する不安や悩みを相談できず一人で抱え込むことのないよう、NPO法人

等によるつどいの広場の維持や、施設内に親子が集える場所を設ける等、身近に相談や

情報交換できる場所の設置が望まれます。
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第 4章 施設整備の基本的な方向性

第1 幼児教育施設の基本的な考え方

（１）基本的な考え方

平成27年 4月にスタートした子ども・子育て支援新制度では、乳幼児期の教育・

保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進するとされており、質の高い乳幼児

期の教育・保育の総合的な提供を行うため認定こども園の普及が図られており、乳幼

児期における教育及び保育は、人格形成の基礎を培う重要なものであるとされていま

す。

今般、保護者の価値観も多様化しており、子どもの育ちも多様になっています。ま

た、共働き世帯の増加等により保育需要は高まり、保育ニーズも多様化しています。

こうした現状、課題及びニーズに対応するため、従来からの方針である認定こども

園の設置等を推進するとともに、施設整備の検討にあたっては、子どもの多様な育ち

を支援し多様化する保護者の教育・保育ニーズにも配慮することを基本としながら、

今後の園児数の動向、市財政、地域的、地理的な条件を考慮したうえで、新たな民間

事業者の参入も視野に入れ、乳幼児期における教育・保育の選択肢を広げ、教育・保

育環境の向上を図るものです。

～乳幼児期における教育・保育の選択肢を広げる～

①幼児教育施設

・認定こども園の設置等により、市内のどの施設においても同様に、子ど

もの預け入れを可能とすることで、教育・保育環境の向上を図る

・公営及び民営の施設がそれぞれの役割を担い相互に協力することで教

育・保育環境の向上を図る

②つどいの広場

・NPO法人等の多様な主体の参画による地域の支え合い、子育て中の当

事者による支え合いにより、地域の子育て力の向上を図る
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（２）公営及び民営の役割

公営及び民営の施設がそれぞれの役割を担い協力することで、多様な教育・保育ニ

ーズに対応します。また、公営と民営の園が連携・交流を図るなどし、相互に切磋琢

磨することで、教育・保育の質の向上を図ります。

・公営の施設の役割

乳幼児期における教育及び保育が非常に重要であるとの認識のもと、本市では、

その役割を公営で担っています。

今後も、地域全体のバランスを考え、中心的な役割を担っていきます。

・民営の施設の役割

特色ある教育・保育を展開し、より柔軟に多様なニーズに対応する役割を担いま

す。

（３）施設整備方針

施設整備の検討にあたっては、子どもの多様な育ちを支援し多様化する保護者

の教育・保育ニーズにも配慮することを基本としながら、今後の園児数の動向、

施設の老朽化及び安全性を重要な指標とするとともに、市財政、地域的、地理的

などの様々な条件についても考慮したうえで、新たな民間事業者の参入も視野に

入れていきます。

真庭市の目指す教育・保育目標である「のびのびと心豊かに意欲をもって生活す

る子どもの育成」が実現でき、乳幼児期の子どもの育ちを保障していくことができ

る環境の整備に向けて基準を設定します。

民間事業者の参入にあたっては、認可園とし、安定的に質の高い教育・保育の確

保ができることを要件のひとつとします。

保育需要が増大している０歳から２歳児については、多様な主体による小規模保

育事業等への取組を推進していきます。

第2 つどいの広場の基本的な考え方

（１）基本的な考え方

つどいの広場については、子育て親子の交流の場、子育て等に関する相談の場とし

ての役割を担っており、子育て世代にとって必要不可欠な場所になっています。NPO

法人等の育成による多様な主体の参画、子育て中の当事者間の支え合いによる地域の

子育て力の向上により、より身近な場所にしていきます。

・選定基準の設定による園整備の追加
・0～２歳児の受け皿の確保の方針を追加
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幼児教育施設の充実に向けた基本方針

令和 年 月策定
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資料２



１．方針策定の考え方及び計画の位置付け

この方針は、総合計画の下、関連計画との整合性を図りつつ、特に真庭市子ど

も・子育て支援事業計画及び真庭市子ども・子育て支援施設整備計画に沿い、「こ

どもがまんなか」を基本理念とし、真庭市が目指す教育・保育目標である「のび

のびと心豊かに意欲をもって生活する子どもの育成」が実現でき、乳幼児期の子

どもの育ちを保障していくことができる環境を整備するため、幼児教育施設の

充実に向けた基本的な方針を示すものです。

２．教育・保育環境の充実に向けた考え方

幼児教育施設の充実に向けては、特に以下の点に配慮し、教育・保育環境の充

実を図っていきます。

また、公立園と民間園が互いに補完し合うことで、乳幼児期における多様な教

育・保育に対応し、選択肢を広げていくよう努めるものとします。

【配慮すべき教育・保育環境】

・地域との交流や連携など、地域とのつながりを活かした環境の整備

・休日保育や早朝・延長保育など多様な保育ニーズに対応できる環境の整備

・需要の高まる、3 歳未満児の受け皿の確保

・特別なニーズを持つ子どもへのサポートが可能な環境の整備

・幼児期の教育と小学校教育の連携強化による子どもの学びの連続性の確保

・真庭市が目指す乳幼児期に育てたい力の実現

３．幼児教育施設の充実に向けた整備の進め方

充実した幼児教育施設となるよう、真庭市の基準を定めます。

（新たな民間事業者の参入）

園児数の動向、地域的な条件を考慮し、新たな民間事業者の参入が可能と判断

する場合は、公募によるものとし、認可園であることを条件に、設定した基準に

より選定していくものとします。
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-２-

真庭市の目指す保育・教育目標の位置付け

 第２次真庭市総合計画

 「多彩な真庭の豊かな生活～真庭ライフスタイル～」の実現

  真庭市総合教育大綱

 （基本目標）個性と能力を十分に伸ばし、互いにライフスタイルを応援しあう「まち」

 　子ども・子育ての基本理念

乳幼児期の子どもの育ち    これを保障していくための環境整備への関わり

≪真庭市の目指す保育・教育目標≫

「のびのびと心豊かに意欲をもって生活する子どもの育成」

･･･ 「施設整備の全体的な方向性」

 公営と民営の役割

 ◎公営施設としての役割

 ◎民営施設としての役割 第2次真庭市教育振興基本計画

    特色ある教育・保育を展開し、より柔軟に多様な

    ニーズに対応する役割を担う。

 公営施設及び民営施設がそれぞれの役割を担い、

 相互に協力

 ・それぞれの役割を担い、協力することで、多様な

    教育・保育ニーズに対応

 ・連携・交流を図り、相互に切磋琢磨

  新たな民間参入も視野に入れ、乳幼児期における

  教育・保育の選択肢を広げ、教育・保育環境の向上

  を図る

 【基本計画】 教育・子育て環境を充実させる（創造力と生きる力）

 教育は「ひと」の可能性を伸ばし、子育ては地域を担う人材を育み、「まち」の持続可能性を高め、

 多彩性や活気の源になります。教育と子育て環境を充実させることで、「ひと」がそれぞれの持つ

 能力を伸ばし発揮できる多彩で元気な「まち」をつくります。

  豊かな生活とは、たくさんの選択肢の中から自分にあったものを選ぶことができることであり、

  自分にあった生き方をするためには、自らの潜在能力を伸ばすことが不可欠です。

  誰もが潜在能力を伸ばせる「まち」になるために、人に寄り添い、共に育ち、人生を応援しあう

    ことで潜在能力を伸ばし、共に育ちあいます。

  ～ こどもがまんなか ～   家庭や地域の中で自分が大切な存在であることを実感することが

                   できる子育て・教育環境づくり

 ・ハード面 ・子育て支援

 ・ソフト面 ・地域・家庭

真庭市子ども・子育て支援施設整備計画 真庭市子ども・子育て支援支援事業計画

 全ての子育て家庭において、子どもを安心して産み育てる

 ことができるよう、子育て支援の指針・施策を明らかにする

 とともに子育て支援策のより一層の充実を目指す。

    乳幼児期における教育及び保育が非常に重要で

    あるとの認識のもと、その役割を公営で担う。

    地域全体のバランスを考え、中心的な役割を担う。

 １．一人ひとりの可能性を広げる

 ２．真庭を愛する「ひと」をつくる

 ３．教育を地域で支える仕組みをつくる

 ４．くらしの中にある豊かさを感じる心と体を育む

 ５．市長部局と連携して取り組む
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連 携

　真庭市幼児教育施設の充実に向けた基本方針

  真庭市の目指す教育・保育目標の実現と乳幼児期の子どもの育ちを保障していくことができる環境の整備に向けて、

  市の基準を定め、新たな民間事業者の参入の場合は、この基準に沿った公募により幼児教育施設整備を進める



主な基準

項目 基準

開園日・開園時間

◎真庭市立保育園条例施行規則、真庭市こども園管理規

程、真庭市延長保育事業実施規程による

【開園日】

月曜日から土曜日（国民の祝日に関する法律に規定する休

日及び 12 月 29 日から 1 月 3 日までの期間を除く。）

【開園時間】

7:30～19:00（1 日 11 時間）

職員配置

◎児童福祉施設の設備及び運営に関する基準、幼保連携型

認定こども園の学級の編成、職員、設備及び運営に関する

基準による

・乳児 3:1

・1・2 歳児 6:1

・3 歳児 20:1

・4・5 歳児 30:1

施設整備

◎児童福祉施設の設備及び運営に関する基準、幼保連携型

認定こども園の学級の編成、職員、設備及び運営に関する

基準によるによる

・居室・教室 1.98 ㎡/人

・乳児室 1.65 ㎡/人

・ほふく室 3.3 ㎡/人

・園庭 満 2 歳（3.3 ㎡/人）＋満 3 歳以上（3 学級 400

㎡、1 学級につき 80 ㎡増）

給食

・調理室を設置し、栄養士資格を持つ者が作成する献立に

基づき、全児童への給食を、原則、自園調理により提供す

ること。

・食物アレルギーに配慮し、厚生労働省の「保育所におけ

るアレルギー対応ガイドライン」に基づく対応を行うこと

・調理食材等については、可能な限り地元で調達すること

とし、食育計画を作成し、食育を推進すること

-３-



職員研修 ・職員の質の向上を図るための研修の機会を確保すること

小学校との接続

・幼児教育と小学校教育の円滑な接続のため、幼児と児童

の交流の機会を設けたり、認定こども園の職員と小学校教

諭との意見交換を実施したりするなどの、小学校との連携

が図られること

公立園との連携
・教育、保育の質の向上を図るため、公立園との連携、交

流を図る取組みが実施されること

地域との連携
・真庭市の恵まれた自然や文化などの地域資源や地域の人

との交流を通した取組みが実施されること

真庭市との連携・協力 ・真庭市の主催する研修、園長会に参加すること

安全・衛生管理

・教育、保育中の事故防止のため、子どもの心身の状態等

を踏まえつつ、施設内外の安全点検に努め、安全対策のた

めに全職員共通の理解や体制づくりがとられること

保
育
内
容

真庭市の保育・

教育目標の実現

・真庭市が定める乳幼児期に育てたい三つの力である

「遊ぶ力：いきいきと意欲をもった子ども」

「生きる力：のびのびと元気な子ども」

「関わる力：にこにこと心豊かな子ども」

を育てるための取組みが行われること

共生社会の実現

・特別な支援を必要とする児童及びその保護者への対応に

係る支援体制が整備されること

・医療的ケア児への対応がなされること

独自の取組み ・保育者のニーズをとらえた多様な取組みが行われること
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主な基準（０～２歳児の受け皿確保）

項目 基準

定員

【家庭的保育事業】

１～5 人

【小規模保育事業】

６～１９人

開園日・開園時間

◎真庭市立保育園条例施行規則、真庭市こども園管理

規程、真庭市延長保育事業実施規程に準じる

月曜日から土曜日（国民の祝日に関する法律に規定す

る休日及び 12 月 29 日から 1 月 3 日までの期間を除

く。）

【開園時間】

7:30～19:00（1 日 11 時間）

職員配置

◎家庭的保育事業の設備及び運営に関する基準による

【家庭的保育事業】

０～2 歳児：3 人に対し 1 人

【小規模保育事業】

０歳児：３人に対し 1 人

１．２歳児：6 人に対し 1 人

年齢ごとに算出した数の合計数に１を加えた数以上

施設整備

◎家庭的保育事業の設備及び運営に関する基準による

【家庭的保育事業】

乳児室 １人あたり 3.3 ㎡

【小規模保育事業】

乳児室、ほふく室

０歳児．1 歳児：3.3 ㎡

保育室、遊戯室

2 歳児以上：1.98 ㎡
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連携施設

◎家庭的保育事業の設備及び運営に関する基準による

・必要な教育・保育が継続的に提供されるよう、保育

内容の支援や卒園後の受け皿となる連携施設を確保す

ること

給食

◎家庭的保育事業の設備及び運営に関する基準による

・原則、自園調理とする

（連携施設からの搬入を可能とする）

職員研修 ・職員の質の向上を図るための研修の機会を確保すること

公立園との連携 ・連携施設とし、交流を図る取組みが実施されること

地域との連携
・真庭市の恵まれた自然や文化などの地域資源や地域の人

との交流を通した取組みが実施されること

真庭市との連携・協力 ・真庭市の主催する研修、園長会に参加すること

安全・衛生管理
・子どもの心身の状態等を踏まえつつ、安全対策のた

めに全職員共通の理解や体制づくりがとられること

保
育
内
容

真庭市の保育・

教育目標の実現

・真庭市が定める乳幼児期に育てたい三つの力である

「遊ぶ力：いきいきと意欲をもった子ども」

「生きる力：のびのびと元気な子ども」

「関わる力：にこにこと心豊かな子ども」

を育てるための取組みが行われること

共生社会の実現

・特別な支援を必要とする児童及びその保護者への対応に

係る支援体制が整備されること

・医療的ケア児への対応がなされること

独自の取組み ・保育者のニーズをとらえた多様な取組みが行われること

-６-





真庭市の目指す教育・保育目標の実現に向けた意見

◎真庭市の恵まれた自然を生かした教育・保育の実施

・自然豊かな真庭の中で、自然環境を教育・保育の現場でしっかり生かしてい

くということが大事。

・自然と関わるということで、多様な発見や繋がりの場ができる。

・利便性が高くない分、活動しようと思えば、手間がかかるが、それにより人

との繋がりが生まれ、知恵が生まれる。

・真庭市が目指す教育・保育目標にある力を育む上で、真庭の自然環境は大き

い。

◎地域や人との繋がりによる応援体制づくり

・地域の人を繋ぐステーションとなったり、親同士がしっかり学びあって繋が

るステーションとなったりと、みんなで子どもを応援していこうという体制

づくりが必要。

◎親としての学び（親の育ち）の機会の確保

・保育所や幼稚園は、まず親が社会組織に関係する最初の関門であり、親とし

てどういうことが必要なのか、何をすべきかということを学ぶ場。

・我が子以外の子どもも含めて、子どもとはどういうものか、色々な子どもの

トラブルや個性などへどう付き合えば良いか、扱い方を学ぶというような経

験を通して、社会的な学びをする、大人が育っていく時期。

・今後、子どもがどのように育っていくか、親も学んでいく機会も大事。

◎幼小連携の発展的な取り組み

・子どもの交流や先生の研修会の交流で留まっている自治体が多い現状であ

り、そこから一歩進めてカリキュラムの整合性を図るなどより良いものに

発展させていくことが必要。

◎０～２歳児の受け皿確保に向けて保育士の再認識

・マンパワーの確保が必要。

・保育士は子守という感覚ではなく、スペシャリストとしての能力を受け止め

る。

資料３



認定こども園

ハード ソフト

 遊ぶ力

・身の回りの様々な環境に好奇心や探求心をもって

 関わり、工夫したり、試したりして遊ぶ。

・考えたことや感じたことを自分なりの言葉を

 使って表現したり、伝え合ったりする。

・経験したことを取り入れたり、物の性質や仕組み

 を活かしたりして遊ぶ。

 生きる力

・食事、排せつ、衣服の着脱、身の周りを清潔に

 するなど自分でできることは自分でしようとする。

・体を動かす遊びを見つけ、挑戦する面白さや、

 楽しさを味わう。

・五感全てで環境に関わり、没頭して遊び込む。

・食べることを楽しみ、食べ物への興味や関心を

 もつ。

 関わる力

・友達と互いの良さや持ち味を感じながら、協力し

 たり、考えを出し合ったりして、遊びを展開する。

・互いに気持ちよく過ごすためにして良いこと、

 悪いことを考えて行動する。

・様々な人への信頼感をもち、自分の思いや考えを

 のびのびと表現する。

・各園・学校の接続を意識した年間指導計画作成

・「アプローチカリキュラム」「スタートアップ

 カリキュラム」作成          など

環境整備の方法

 小学校との接続

（子どもの育ちの連続性）

協議事項 現在の取り組み

教育・保育目標

（乳幼児期に育て

たい３つの力）

資料４



０～２歳児の受け皿確保（全地域）

ハード ソフト

 遊ぶ力

・身の回りの様々な環境に好奇心や探求心をもって

 関わり、工夫したり、試したりして遊ぶ。

・考えたことや感じたことを自分なりの言葉を

 使って表現したり、伝え合ったりする。

・経験したことを取り入れたり、物の性質や仕組み

 を活かしたりして遊ぶ。

 生きる力

・食事、排せつ、衣服の着脱、身の周りを清潔に

 するなど自分でできることは自分でしようとする。

・体を動かす遊びを見つけ、挑戦する面白さや、

 楽しさを味わう。

・五感全てで環境に関わり、没頭して遊び込む。

・食べることを楽しみ、食べ物への興味や関心を

 もつ。

 関わる力

・友達と互いの良さや持ち味を感じながら、協力し

 たり、考えを出し合ったりして、遊びを展開する。

・互いに気持ちよく過ごすためにして良いこと、

 悪いことを考えて行動する。

・様々な人への信頼感をもち、自分の思いや考えを

 のびのびと表現する。

・

・

・小規模保育事業の検討

・

環境整備の方法

 園との接続

（子どもの育ちの連続性）

 ０～２歳児の受け皿確保

協議事項 現在の取り組み

教育・保育目標

（乳幼児期に育て

たい３つの力）


